
お知らせ

9 8

お知
らせ

市
内
局
番
を
確
か
め
て 

お
か
け
く
だ
さ
い 

広報 

2006.7.1発行

南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
総務部
　市長公室☎43-5002
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
議会事務局☎43-5005
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
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　下水道課☎50-3039
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老
人
・
乳
幼
児
医
療
の
所
得
制
限
額
が
改
正

倭
文
庄
田
地
区
で
下
水
道
の
供
用
開
始

　

７
月
１
日
か
ら
老
人
・
乳
幼
児
医
療
の
所
得
制
限
額
が
変
わ
り
ま

す
。
概
要
は
左
表
の
と
お
り
。

◆老人医療の所得制限の改正内容（対象：65～ 69歳）
期間 対象者

改正前
市町村民税非課税者で※一定以上所得者
の家族でないこと

改正後
（平成18年７月～）

市町村民税非課税者、または平成17年１
月 1日現在65歳以上の方で前年の所得
が125万円以下の方で※一定以上所得者
の家族でないこと

※「一定以上所得者の家族」の要件
期間 要件を満たす家族

平成18年７月
末まで

課税所得 145万円以上かつ収入の合計が
621万円以上の高齢者（65歳以上）

平成18年８月
～（新規対象者）

課税所得 145万円以上かつ収入の合計が
520万円以上の高齢者（65歳以上）

◆乳幼児医療の所得制限の改正内容

（対象：乳幼児～義務教育就学前。０歳児は所得制限なし）

扶養親
族等の数

平成18年度
（改正後）

平成17年度
（改正前）

幼児保護者・扶
養義務者

幼児保護者・扶
養義務者

所得限度額 所得限度額

０ 5,320,000円 4,600,000円
１ 5,700,000円 4,980,000円
２ 6,080,000円 5,360,000円
３ 6,460,000円 5,740,000円
４ 6,840,000円 6,120,000円
５ 7,220,000円 6,500,000円

庄
田
処
理
区
供
用
開
始

　

平
成
17
年
度
か
ら
工
事
を
始
め

て
い
た
庄
田
浄
化
セ
ン
タ
ー
が
こ

の
度
完
成
し
、
７
月
１
日
か
ら
庄

田
地
区
で
下
水
道
が
使
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
地
図
）。

　

下
水
道
が
使
用
で
き
る
地
区
に

建
物
を
所
有
す
る
方
は
、
庭
先
な

ど
に
設
置
し
た
「
公
共
ま
す
」
に

家
庭
の
風
呂
や
台
所
、
ト
イ
レ
な

ど
の
排
水
管
を
接
続
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

津
井
・
志
知
で
も
拡
大

　

７
月
１
日
か
ら
次
の
区
域
が
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。
排
水
設
備
の
工

金
婚
夫
婦
を
表
彰
し
ま
す

　

９
月
18
日
に
開
催
す
る
敬
老
会

で
金
婚
夫
婦
の
表
彰
を
行
い
ま

す
。

　

対
象
者
と
な
る
方
は
、
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

▽
対
象　

昭
和
32
年
中
に
婚
姻
届

を
提
出
さ
れ
た
、
南
あ
わ
じ
市

内
在
住
の
ご
夫
婦

▽
申
込
み
方
法　

金
婚
夫
婦
表
彰

申
込
書
（
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

に
備
付
）
に
戸
籍
抄
本
（
コ
ピ

ー
可
）
を
添
え
て
総
合
窓
口
セ

ン
タ
ー
、
出
張
所
、
連
絡
所
へ

提
出

▽
申
込
期
限　

７
月
31
日
（
月
）

　

※
申
込
み
者
に
は
、
８
月
下
旬

に
案
内
通
知
を
発
送
し
ま
す

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

妊
婦
の
健
康
診
査
費
を
助
成

　

南
あ
わ
じ
市
で
は
健
や
か
な
妊
娠
期
を
過
ご
し
、
安
心
し
て
出
産

を
迎
え
る
よ
う
、
妊
婦
健
康
診
査
費
の
助
成
を
始
め
ま
し
た
。

▽
対
象　

平
成
18
年
７
月
１
日
〜

19
年
３
月
31
日
ま
で
に
妊
娠
22

週
以
降
の
後
期
健
康
診
査
を
受

診
さ
れ
る
方
。
所
得
制
限
あ
り

▽
助
成
内
容　

健
診
１
回
分
の
費

用
に
対
し
、
最
大
１
万
５
千
円

を
助
成

▽
申
請
先　

各
保
健
セ
ン
タ
ー
、

健
康
課

▽
申
請
関
係
書
類　

①
交
付
申
請

書
②
健
康
保
険
証
の
写
し
③

印
鑑
④
18
年
１
月
１
日
以
後

に
南
あ
わ
じ
市
に
転
入
し
た

方
は
、
以
前
の
住
所
地
の
課
税

証
明
書

▽
助
成
方
法　

医
療
機
関
で
受
診

の
際
に
交
付
証
（
申
請
後
発

行
）
を
提
示
。
領
収
書
を
添
付

し
て
健
康
課
ま
た
は
各
保
健

セ
ン
タ
ー
へ
請
求

問
健
康
課
☎
44
・
３
０
０
４
ま
た

は
各
保
健
セ
ン
タ
ー

介
護
保
険
料
の
改
定

　

平
成
18
年
４
月
に
介
護
保
険
料
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
７
月
の
保
険
料
の
確
定
に
よ
り
影
響
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
再
度

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

　

介
護
保
険
料
額
は
所
得
等
に
よ

り
、
段
階
に
分
け
て
設
定
を
し
て

い
ま
す
。
今
回
の
見
直
し
で
、
低

所
得
者
に
配
慮
し
、
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
を
２
つ
の
所
得
段
階

に
分
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
今
ま
で
５
段
階
で

し
た
が
、
平
成
18
年
度
か
ら
は
６

段
階
に
分
か
れ
ま
し
た
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

対
象
年
金
が
次
の
３
種
に
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。

◆
老
齢
（
退
職
）
年
金

◆
遺
族
年
金

◆
障
害
年
金

　

こ
れ
ら
の
天
引
き
は
、
10
月
以
降

に
開
始
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
７

月
中
旬
に
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

庄田浄化
センター

供用開始区域

津
井
・
志
知
で
も
エ
リ
ア
拡
大

事
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
津
井
処
理
区
】
雁
来
、
中
央
、

西
本
村
の
各
一
部

【
西
淡
志
知
処
理
区
】
志
知
口

工
事
の
申
込
は
「
指
定
工
事

業
者
」
へ

　

こ
れ
ら
の
改
造
工
事
や
水
回
り

の
工
事
は
、
市
が
指
定
し
た
「
排

水
設
備
工
事
指
定
工
事
業
者
」
で

な
け
れ
ば
施
工
で
き
ま
せ
ん
。
ま

ず
指
定
工
事
業
者
を
選
び
、
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　

指
定
工
事
業
者
は
、
工
事
の
設

計
見
積
も
り
や
市
へ
の
申
請
、
届

出
な
ど
の
事
務
手
続
き
も
依
頼
主

に
代
わ
り
行
っ
て
く
れ
ま
す
。

早
期
接
続
者
に
は
基
本
料
金

の
割
引

　

供
用
開
始
後
２
年
以
内
の
地
域

は
基
本
料
金
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　

金
額
は
、
１
年
以
内
に
つ
な
ぐ

と
３
０
２
４
０
円
、
２
年
以
内
に

つ
な
ぐ
と
１
５
１
２
０
円
が
無
料

に
な
り
ま
す
。
早
期
の
接
続
を
お

願
い
し
ま
す
。

下
水
道
排
水
設
備
責
任
技
術

者
更
新
講
習
の
ご
案
内

　

平
成
13
年
度
の
下
水
道
排
水
設

備
工
事
責
任
技
術
者
更
新
講
習
の

受
講
者
と
同
試
験
合
格
者
は
、
更

新
講
習
を
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
日
程　

7
月
28
日
（
金
）。
淡

路
市
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

問
企
業
経
営
課
☎
50
・
３
０
３
７

介
護
保
険
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
指
定
に
関
す
る
事
業
所
説
明
会
を
開
催

　

事
業
所
を
対
象
に
介
護
保
険
・

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
に

関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

７
月
26
日
（
水
）
午
後

２
時
〜

▽
場
所　

緑
市
民
セ
ン
タ
ー
２
階

▽
申
込
み　

７
月
21
日
（
金
）
ま

で
に
長
寿
福
祉
課
（
☎
44
・

３
０
０
５
）
へ

夏の交通事故防止運動
７月15日～８月31日

◆運動重点
（１）子どもと高齢者の交通安全
（２）ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ･ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の徹底
（３）無謀・暴走運転の追放　

南あわじ市交通対策協議会

犬の散歩はマナー守って

　犬と散歩や外出す
るときは、ふん処理
用のビニールを忘れ
ずに携帯し、飼い主
が責任を持って持ち
帰りましょう


